
7 会議所ニュース　NO.359　2011年6月号会議所ニュース　NO.359　2011年6月号 6

ねんきんネットをご利用くだ
さい。

（平成23年5月20日現在）

1.85％（△0.1）
2.15％（△0.1）

○日本政策金融公庫　
　マル経資金
　 普 通 貸 付
　

○セーフティネット貸付
特別利率・・・1.65％～

ご相談は当所まで

　日本年金機構よりご案内です。２

４時間いつでも、ねんきん定期便よ

りも新しい年金記録を確認できま

す。今後「ねんきん定期便」をインタ

ーネット でお受け取りいただくこ

とも検討しています。

記録の「もれ」や「誤り」の発見が容

易になります！

　年金に加入されていない期間、標

準報酬額の大きな変動など、ご確認

いただきたい記録が、わかりやすく

表示されています。

「私の履歴整理表」で記録の確認が

容易になります！

　画面の指示に従って、「私の履歴

整理表」がご自宅で簡単に作成でき、

年金記録の確認に役立ちます。

将来の年金額が試算できます！

　「年金を受けとりながら働き続け

た場合の年金額は」といった知りた

い情報をご自宅でご覧になれるよ

うな機能を平成２３年秋以降追加

していく予定です。

　 インターネットのご利用が難し

い方は、お近くの年金事務所のほか、

一部の市区町村や一部の郵便局で

も年金記録をご確認いただけます。

日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/index.h

tml

事業主の皆様へ

　事業主様におかれましては、従業

員の方々に「ねんきん定期便」が届

いた際に本サービスを積極的にご

利用いただけますように、社内誌や

社内 LAN などへの掲載やメール送

信などの方法で、ご周知いただきま

すようよろしくお願いいたします。

諏訪商工会議所のメール
マガジンを配信します。
ご登録をお願いします。

suwanews@suwacci.or.jp

登録方法

携帯電話も
登録できます

　諏訪商工会議所ではタイムリー

に経営に役立つ情報を発信しよう

と、メルマガを配信しています。会

員の皆様におかれましては、是非ご

登録ください。

夏期の電力対策
『ピーク抑制＆節電』に向けて

　5月 13 日に政府は「夏期の電力需給対策」を発表し、東京電力・東

北電力管内において夏期の電力使用を１５％抑制する目標を掲げて

います。

　今般、中小企業の自主的な取り組みを支援するための「夏期の電力

対策『ピーク抑制＆節電』のための自主行動計画作成ガイドライン」が

示されました。

　政府の対策では、大口需要家（契約電力 500kw 以上）には、電気事業

法 27 条による使用制限がかかりますが、小口需要家（同 500kw 未満）

の中小企業や家庭の取り組みも不可欠です。また東京電力・東北電力

管内以外でも電力不足が見込まれている地域もございます。

　ガイドラインは中小企業が自主的に「節電行動計画」を作成するた

めの標準的なフォーマットの活用手順について解説するものとなっ

ておりますので、是非ご活用ください。

詳しくは下記をご覧ください。

http://www.suwacci.or.jp/info/000657.html

こちらのアドレスに空メー
ルを送信して下さい。

【お問合せ先】諏訪商工会議所労働保険事務組合 TEL0266-52-2155

事業所情報の変更がある
場合はお知らせください

　当所では、会員事業所の皆様の所

在地や営業内容、ご連絡先などの情

報を一括管理し、取引の照会やあっ

旋の他、当地域における業種業態状

況の基礎資料として、当所事業活動

や行政施策へ反映しています。

　事業所の移転や代表者の変更な

どがありましたら、当所までご一報

ください。

【お問合せ先】

諏訪商工会議所　TEL0266-52-2155

3 級販売士検定試験の
ご案内

　販売のあらゆるノウハウを習得

できるビジネス直結型の試験です。

◆試験日：平成 23 年 7 月 9 日（土）

　　　　　9時 30分～ 13時頃まで

◆会　場：岡谷商工会議所

◆受験料：4,000 円（税込）

◆申込み：6月 16 日（木）までに、

　受験料を添えて当所までお申込

みください。

【お問合せ先】

諏訪商工会議所　TEL0266-52-2155

諏訪商工会議所の事業紹介

労働保険
事務代行サービスのご案内

当所には、 会員事業所の皆様の経営をサポートするためのたくさんのメニ

ューがあります。是非、事業の発展にご活用いただければ幸いです。

煩雑な事務処理をわずかな手数料で！

諏訪商工会議所労働保険事務組合

会員企業（委託できる事業主）

・諏訪市内で事業活動を行っていること

・常時使用する労働者の条件

・金融、保険、不動産、小売業 (50 人以下 )

・卸売、サービス業 (100 人以下 )

・その他の事業 (300 人以下 )

労働保険事務組合（委託できる事務の範囲）

・申告納付

・雇用保険得喪 (離職票を含む )

・その他事務手続きなど

注）印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する

請求等の事務は含まれません。

労働行政
○労働局　○他県監督署　○監督署　○他県安定所

○安定所  行政官庁　遡って労働保険料を徴収など

委 託

代　行

事業主メリット

事業主及びその家族従業員
の労災保険への特別加入
( 第 1 種 ) が認められる

保険料の多寡に関係なく延
納ができる (3 分割納付 )

事務量が大きく軽減される

( 継続事業の場合 )
諏訪本社において他府県展開
事業所の申告納付・労務管理
ができる
（法律上当然ではないため厚生労働大
臣の認可が必要 )

①

②

③

④

労働保険の加入は
お済みですか？


